
一

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
六
章

（
略
）

第
一
章
～
第
六
章

（
略
）

第
七
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例

第
七
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例
（
第
九
十
三
条
・
第
九
十
四
条
）

第
一
節

指
定
国
際
会
計
基
準
（
第
九
十
三
条
・
第
九
十
三
条
の
二
）

第
二
節

修
正
国
際
基
準
（
第
九
十
四
条
・
第
九
十
四
条
の
二
）

第
八
章

（
略
）

第
八
章

（
略
）

附
則

附
則

（
適
用
の
一
般
原
則
）

（
適
用
の
一
般
原
則
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第

い
う
。
）
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第

二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
第
二
十
四
条
の
二

二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
に
お
い
て
準
用
し
、
及
び
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に

第
一
項
に
お
い
て
準
用
し
、
及
び
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に

関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規

関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た
法
人

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た
法
人

（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条

（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計
算
に

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計
算
に

関
す
る
書
類
の
う
ち
、
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書

関
す
る
書
類
の
う
ち
、
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書

、
連
結
包
括
利
益
計
算
書
、
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ

、
連
結
包
括
利
益
計
算
書
、
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ

・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
連
結
附
属
明
細
表
又
は
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定

・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
連
結
附
属
明
細
表
又
は
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定

国
際
会
計
基
準
（
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

国
際
会
計
基
準
（
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
若
し
く
は
第
九
十

及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
指

四
条
の
規
定
に
よ
り
修
正
国
際
基
準
（
同
条
に
規
定
す
る
修
正
国
際
基
準
を
い
う

定
国
際
会
計
基
準
に
よ
り
作
成
が
求
め
ら
れ
る
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計

。
以
下
こ
の
項
及
び
第
一
条
の
三
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る

算
書
、
連
結
包
括
利
益
計
算
書
、
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
連
結
キ
ャ
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場
合
に
お
い
て
当
該
指
定
国
際
会
計
基
準
若
し
く
は
当
該
修
正
国
際
基
準
に
よ
り

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
語
、

作
成
が
求
め
ら
れ
る
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
、
連
結
包
括
利
益
計

様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け

算
書
、
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
規
則
に

に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、

お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業

財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規

会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項

に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の

と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

企
業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
及
び
作
成
を
業
と
し
て
行
う
団
体
で

３

企
業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
及
び
作
成
を
業
と
し
て
行
う
団
体
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
（
第
九
十
四
条
に
お
い
て
「
特

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
が
作
成
及
び
公
表
を
行
つ
た

定
団
体
」
と
い
う
。
）
が
作
成
及
び
公
表
を
行
つ
た
企
業
会
計
の
基
準
の
う
ち
、

企
業
会
計
の
基
準
の
う
ち
、
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
の
下
に
作
成
及
び
公
表
が
行

公
正
か
つ
適
正
な
手
続
の
下
に
作
成
及
び
公
表
が
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、

わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
一
般
に
公
正
妥
当
な
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
認
め

一
般
に
公
正
妥
当
な
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
は
、
第
一

も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正

項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
該
当
す
る

妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
適
用
の
特
例
）

（
適
用
の
特
例
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件

ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
指
定
国
際
会
計
基

の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
連

準
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
第
七
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

成
方
法
は
、
第
七
章
第
一
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

（
新
設
）

者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
修
正
国
際
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基
準
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
は
、
第
七
章
第
二
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法
第

二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
報

告
書
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組

み
に
係
る
記
載
を
行
つ
て
い
る
こ
と
。

二

修
正
国
際
基
準
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
置
い

て
お
り
、
修
正
国
際
基
準
に
基
づ
い
て
連
結
財
務
諸
表
を
適
正
に
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

第
七
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例

第
七
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例

第
一
節

指
定
国
際
会
計
基
準

（
新
設
）

（
指
定
国
際
会
計
基
準
に
係
る
特
例
）

（
会
計
基
準
の
特
例
）

第
九
十
三
条

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
が
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語

第
九
十
三
条

特
定
会
社
が
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
指
定
国
際
会
計
基
準
（
国
際
会
計
基
準
（
国
際
的
に

法
は
、
指
定
国
際
会
計
基
準
（
国
際
会
計
基
準
（
国
際
的
に
共
通
し
た
企
業
会
計

共
通
し
た
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
企
業
会
計

の
基
準
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
企
業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
の

の
基
準
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
及
び
作
成
を
業
と
し
て
行
う
団
体
で
あ
つ
て
第
一

調
査
研
究
及
び
作
成
を
業
と
し
て
行
う
団
体
で
あ
つ
て
第
一
条
第
三
項
各
号
に
掲

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
が
作
成
及
び
公
表
を
行
つ

げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
が
作
成
及
び
公
表
を
行
つ
た
企
業
会
計
の
基
準

た
企
業
会
計
の
基
準
の
う
ち
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
及
び

の
う
ち
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

第
九
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
の
下
に
作
成

ち
、
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
の
下
に
作
成
及
び
公
表
が
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら

及
び
公
表
が
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
公
正
妥
当
な
企
業
会
計
の
基
準
と
し

れ
、
公
正
妥
当
な
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も

て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に

の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従

限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
。

う
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
国
際
会
計
基
準
に
関
す
る
注
記
）

（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）

第
九
十
三
条
の
二

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
に

第
九
十
四
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
に
は
、
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は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

三

特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

第
二
節

修
正
国
際
基
準

（
新
設
）

（
修
正
国
際
基
準
に
係
る
特
例
）

第
九
十
四
条

修
正
国
際
基
準
特
定
会
社
が
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様

（
新
設
）

式
及
び
作
成
方
法
は
、
修
正
国
際
基
準
（
特
定
団
体
に
お
い
て
国
際
会
計
基
準
を

修
正
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
及
び
公
表
を
行
つ
た
企
業
会
計
の
基
準
の
う
ち
、
公

正
か
つ
適
正
な
手
続
の
下
に
作
成
及
び
公
表
が
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
公

正
妥
当
な
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し

て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
う
こ
と

が
で
き
る
。

（
修
正
国
際
基
準
に
関
す
る
注
記
）

第
九
十
四
条
の
二

修
正
国
際
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
に
は
、

（
新
設
）

次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

修
正
国
際
基
準
に
準
拠
し
て
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
旨

二

修
正
国
際
基
準
特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

4



改  正  案 現     行 
様式第一号 

 【セグメント情報】 

（略） 

（記載上の注意） 

   １．～７． （略） 

８．「２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法」

には、次の から までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれの場合に定める事項を記載すること。

 （略） 

 報告セグメントの利益又は損失の合計額と連結損益計算書の利益計上額又は損失計上額（連結損

益計算書の営業利益若しくは営業損失、経常利益若しくは経常損失、税金等調整前当期純利益若し

くは税金等調整前当期純損失、当期純利益若しくは当期純損失又は親会社株主に帰属する当期純利

益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失のうち、適当と判断される科目の金額をいう。10． 

において同じ。）との間に差異があり、「４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額

及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）」の記載から差異の内容が明らかでない場合 差

異の内容に関する事項 

 ～  （略） 

９．～12． （略） 

様式第一号 

 【セグメント情報】 

（略） 

（記載上の注意） 

   １．～７． （略） 

８．「２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法」

には、次の から までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれの場合に定める事項を記載すること。

 （略） 

 報告セグメントの利益又は損失の合計額と連結損益計算書の利益計上額又は損失計上額（連結損

益計算書の営業利益若しくは営業損失、経常利益若しくは経常損失、税金等調整前当期純利益若し

くは税金等調整前当期純損失又は当期純利益若しくは当期純損失のうち、適当と判断される科目の

金額をいう。10． において同じ。）との間に差異があり、「４．報告セグメント合計額と連結財務

諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）」の記載から差異の内容が明

らかでない場合 差異の内容に関する事項 

 ～  （略） 

９．～12． （略） 
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二

四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例

第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例
（
第
九
十
三
条
・
第
九
十
四
条
）

第
一
節

指
定
国
際
会
計
基
準
（
第
九
十
三
条
・
第
九
十
三
条
の
二
）

第
二
節

修
正
国
際
基
準
（
第
九
十
四
条
・
第
九
十
四
条
の
二
）

第
七
章

（
略
）

第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
適
用
の
一
般
原
則
）

（
適
用
の
一
般
原
則
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項

、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
若
し
く

、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び

は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大

蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項

蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。

の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
う
ち
、
四
半
期
連

。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
う
ち
、
四
半
期
連

結
財
務
諸
表
（
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
、
四
半
期
連
結
損
益
計
算
書
、
四
半
期

結
財
務
諸
表
（
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
、
四
半
期
連
結
損
益
計
算
書
、
四
半
期

連
結
包
括
利
益
計
算
書
及
び
四
半
期
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
又
は
第

連
結
包
括
利
益
計
算
書
及
び
四
半
期
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
又
は
第

九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式

九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式

及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下

及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下

「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計

「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計

基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
若
し
く
は
第
九
十
四
条
の

基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
指
定
国
際
会
計

規
定
に
よ
り
修
正
国
際
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
修

基
準
に
よ
り
作
成
が
求
め
ら
れ
る
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
、
四
半
期
連
結
損
益

6



正
国
際
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
指

計
算
書
、
四
半
期
連
結
包
括
利
益
計
算
書
及
び
四
半
期
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

定
国
際
会
計
基
準
若
し
く
は
当
該
修
正
国
際
基
準
に
よ
り
作
成
が
求
め
ら
れ
る
四

ー
計
算
書
に
相
当
す
る
も
の
並
び
に
持
分
変
動
計
算
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

半
期
連
結
貸
借
対
照
表
、
四
半
期
連
結
損
益
計
算
書
、
四
半
期
連
結
包
括
利
益
計

の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作

算
書
及
び
四
半
期
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
相
当
す
る
も
の
並
び
に

成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
。
以
下
「
四
半
期

持
分
変
動
計
算
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、

財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き

四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九

、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
定
め
の

年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
。
以
下
「
四
半
期
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第

な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に

二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

従
う
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
し
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公

正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
適
用
の
特
例
）

（
適
用
の
特
例
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件

ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
指
定
国
際
会
計
基

の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
四

準
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式

半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
第
六
章
の
定
め
る
と
こ

及
び
作
成
方
法
は
、
第
六
章
第
一
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

イ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
当
四

イ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
当
四

半
期
連
結
会
計
期
間
の
属
す
る
連
結
会
計
年
度
の
直
前
の
連
結
会
計
年
度
（

半
期
連
結
会
計
期
間
の
属
す
る
連
結
会
計
年
度
の
直
前
の
連
結
会
計
年
度
（

以
下
「
前
連
結
会
計
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
財

以
下
「
前
連
結
会
計
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
財

務
諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

務
諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
次
条
第
一
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法

記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第

第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
報
告
書
（
前
連
結
会
計
年
度
に

券
報
告
書
（
前
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
し
て
い
る
場

係
る
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
連
結

合
に
限
る
。
次
条
第
一
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸

財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行

表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い

っ
て
い
る
こ
と
。
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る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

（
新
設
）

者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
修
正
国
際

基
準
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様

式
及
び
作
成
方
法
は
、
第
六
章
第
二
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

。一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

イ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法

第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証

券
報
告
書
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段

の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法

第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す

る
四
半
期
報
告
書
に
お
い
て
、
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す

る
た
め
の
特
段
の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

二

修
正
国
際
基
準
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
置
い

て
お
り
、
修
正
国
際
基
準
に
基
づ
い
て
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
適
正
に
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例

第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例

第
一
節

指
定
国
際
会
計
基
準

（
新
設
）

（
指
定
国
際
会
計
基
準
に
係
る
特
例
）

（
会
計
基
準
の
特
例
）

第
九
十
三
条

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
が
提
出
す
る
四
半
期
連
結
財
務
諸
表

第
九
十
三
条

特
定
会
社
が
提
出
す
る
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び

8



の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る

作
成
方
法
は
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
。

。（
指
定
国
際
会
計
基
準
に
関
す
る
注
記
）

（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）

第
九
十
三
条
の
二

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
四
半
期
連
結
財
務

第
九
十
四
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
四
半
期
連
結
財
務
諸
表

諸
表
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

三

特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

第
二
節

修
正
国
際
基
準

（
新
設
）

（
修
正
国
際
基
準
に
係
る
特
例
）

第
九
十
四
条

修
正
国
際
基
準
特
定
会
社
が
提
出
す
る
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用

（
新
設
）

語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
修
正
国
際
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
修
正
国
際
基
準
に
関
す
る
注
記
）

第
九
十
四
条
の
二

修
正
国
際
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
四
半
期
連
結
財
務
諸
表

（
新
設
）

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

修
正
国
際
基
準
に
準
拠
し
て
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
旨

二

修
正
国
際
基
準
特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由
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三

中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例

第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例
（
第
八
十
七
条
・
第
八
十
八
条
）

第
一
節

指
定
国
際
会
計
基
準
（
第
八
十
七
条
・
第
八
十
七
条
の
二
）

第
二
節

修
正
国
際
基
準
（
第
八
十
八
条
・
第
八
十
八
条
の
二
）

第
七
章

（
略
）

第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
適
用
の
一
般
原
則
）

（
適
用
の
一
般
原
則
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
二

い
う
。
）
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
二

十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
（
こ

十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
の
う
ち
法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
四
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
第

れ
ら
の
規
定
の
う
ち
法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
四
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表

法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表

等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た

等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た

法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十

法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計

算
に
関
す
る
書
類
の
う
ち
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
（
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
、
中

算
に
関
す
る
書
類
の
う
ち
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
（
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
、
中

間
連
結
損
益
計
算
書
、
中
間
連
結
包
括
利
益
計
算
書
、
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変

間
連
結
損
益
計
算
書
、
中
間
連
結
包
括
利
益
計
算
書
、
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変

動
計
算
書
及
び
中
間
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
又
は
第
八
十
七
条
の
規

動
計
算
書
及
び
中
間
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
又
は
第
八
十
七
条
の
規

定
に
よ
り
指
定
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

定
に
よ
り
指
定
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸

表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。

表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
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以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
若
し
く
は
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
修

以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
指
定
国
際
会
計
基
準
に
よ
り
作

正
国
際
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
修
正
国
際
基
準
を

成
が
求
め
ら
れ
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
、
中
間
連
結

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
指
定
国
際
会
計
基

包
括
利
益
計
算
書
、
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
中
間
連
結
キ
ャ
ッ

準
若
し
く
は
当
該
修
正
国
際
基
準
に
よ
り
作
成
が
求
め
ら
れ
る
中
間
連
結
貸
借
対

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
語
、
様

照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
、
中
間
連
結
包
括
利
益
計
算
書
、
中
間
連
結
株
主

式
及
び
作
成
方
法
は
、
中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す

資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
中
間
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
相
当
す
る

る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
「
中
間
財
務
諸
表
等
規

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
中
間
財
務
諸

則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
則
の

表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ

第
三
十
八
号
。
以
下
「
中
間
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
の

い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、

る
。

こ
の
規
則
に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め

ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
適
用
の
特
例
）

（
適
用
の
特
例
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件

ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
指
定
国
際
会
計
基

の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
中

準
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及

間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
第
六
章
の
定
め
る
と
こ
ろ

び
作
成
方
法
は
、
第
六
章
第
一
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

イ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
当
中

イ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
当
中

間
連
結
会
計
期
間
（
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
い
う
。
）
の
属
す

間
連
結
会
計
期
間
（
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
い
う
。
）
の
属
す

る
連
結
会
計
年
度
の
直
前
の
連
結
会
計
年
度
（
以
下
「
前
連
結
会
計
年
度
」

る
連
結
会
計
年
度
の
直
前
の
連
結
会
計
年
度
（
以
下
「
前
連
結
会
計
年
度
」

と
い
う
。
）
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項

と
い
う
。
）
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る

に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る

。
次
条
第
一
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く

。
）
又
は
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出

は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
報
告
書
（
前
連
結
会
計
年

し
た
有
価
証
券
報
告
書
（
前
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
を
記
載

11



度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
次
条
第
一
号
イ

し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た

す
る
た
め
の
特
段
の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

め
の
特
段
の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

（
新
設
）

者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
修
正
国
際

基
準
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式

及
び
作
成
方
法
は
、
第
六
章
第
二
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

イ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法

第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
た
有
価
証

券
報
告
書
に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段

の
取
組
み
に
係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
法

第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
半
期
報
告
書
に
お
い

て
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
特
段
の
取
組
み
に

係
る
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

二

修
正
国
際
基
準
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
置
い

て
お
り
、
修
正
国
際
基
準
に
基
づ
い
て
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
適
正
に
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例

第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例

第
一
節

指
定
国
際
会
計
基
準

（
新
設
）

（
指
定
国
際
会
計
基
準
に
係
る
特
例
）

（
会
計
基
準
の
特
例
）
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第
八
十
七
条

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
が
提
出
す
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
の

第
八
十
七
条

特
定
会
社
が
提
出
す
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作

用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
。

成
方
法
は
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
国
際
会
計
基
準
に
関
す
る
注
記
）

（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）

第
八
十
七
条
の
二

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
中
間
連
結
財
務
諸

第
八
十
八
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
中
間
連
結
財
務
諸
表
に

表
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

三

特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

第
二
節

修
正
国
際
基
準

（
新
設
）

（
修
正
国
際
基
準
に
係
る
特
例
）

第
八
十
八
条

修
正
国
際
基
準
特
定
会
社
が
提
出
す
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語

（
新
設
）

、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
修
正
国
際
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
修
正
国
際
基
準
に
関
す
る
注
記
）

第
八
十
八
条
の
二

修
正
国
際
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
中
間
連
結
財
務
諸
表
に

（
新
設
）

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

修
正
国
際
基
準
に
準
拠
し
て
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
旨

二

修
正
国
際
基
準
特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

13



改  正  案 現     行 
様式第一号 

 【セグメント情報】 

（略） 

（記載上の注意） 

   １．～４． （略） 

５．「２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法」

には、次の から までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれの場合に定める事項を記載すること。

 （略） 

 報告セグメントの利益又は損失の合計額と中間連結損益計算書の利益計上額又は損失計上額（中

間連結損益計算書の営業利益若しくは営業損失、経常利益若しくは経常損失、税金等調整前中間純

利益若しくは税金等調整前中間純損失、中間純利益若しくは中間純損失又は親会社株主に帰属する

中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失のうち、適当と判断される科目の金額をいう。

７． において同じ。）との間に差異があり、「４．報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上

額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）」の記載から差異の内容が明らかでな

い場合 差異の内容に関する事項 

 ～  （略） 

６．～９． （略） 

様式第一号 

 【セグメント情報】 

（略） 

（記載上の注意） 

   １．～４． （略） 

５．「２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法」

には、次の から までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれの場合に定める事項を記載すること。

 （略） 

 報告セグメントの利益又は損失の合計額と中間連結損益計算書の利益計上額又は損失計上額（中

間連結損益計算書の営業利益若しくは営業損失、経常利益若しくは経常損失、税金等調整前中間純

利益若しくは税金等調整前中間純損失又は中間純利益若しくは中間純損失のうち、適当と判断され

る科目の金額をいう。７． において同じ。）との間に差異があり、「４．報告セグメント合計額と

中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）」の記載から差

異の内容が明らかでない場合 差異の内容に関する事項 

 ～  （略） 

６．～９． （略） 
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四

財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
監
査
報
告
書
等
の
記
載
事
項
）

（
監
査
報
告
書
等
の
記
載
事
項
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

２

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

有
価
証
券
の
発
行
者
が
初
め
て
提
出
す
る
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま

有
価
証
券
の
発
行
者
が
初
め
て
提
出
す
る
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま

れ
る
指
定
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定

れ
る
指
定
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定

国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
修
正
国
際

国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
準
拠
し
て
作
成
し

基
準
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
修
正
国
際
基
準
を
い
う
。

た
連
結
財
務
諸
表
又
は
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
又
は
米

条
に
規
定
す
る
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
を
い
う
。
）
の
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会

国
式
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
に
規
定
す
る
米
国
式
連

計
士
又
は
監
査
法
人
が
作
成
す
る
監
査
報
告
書
に
、
比
較
情
報
（
連
結
財
務
諸
表

結
財
務
諸
表
を
い
う
。
）
の
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
作

規
則
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
比
較
情
報
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す

成
す
る
監
査
報
告
書
に
、
比
較
情
報
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
八
条
の
三
に
規
定

る
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
、
当
該
連
結
財

す
る
比
較
情
報
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
場
合

務
諸
表
又
は
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
に
係
る
連
結
会
計
年
度
の
前
連
結
会
計
年
度

に
は
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
、
当
該
連
結
財
務
諸
表
又
は
米
国
式
連
結

に
関
す
る
事
項
を
含
め
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

財
務
諸
表
に
係
る
連
結
会
計
年
度
の
前
連
結
会
計
年
度
に
関
す
る
事
項
を
含
め
て

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

21

21

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
連
結
財
務
諸
表
が
修
正
国
際
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
さ

（
新
設
）

22
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
項
第
一
号
ニ
並
び
に
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
修

正
国
際
基
準
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
規
定
は
、
中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
中
間
連
結
財
務
諸
表
が
修
正
国

（
新
設
）

23
際
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
第
一
号
ニ
並
び
に
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規

定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
」
と
あ
る
の
は
、
「
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第
一
項
第
二
号
ニ
並
び
に
第
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
に
公

正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
中
間
財
務
諸
表
等
の
作
成
基
準
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
二
十
二
項
の
規
定
は
、
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
な
つ
た
四
半
期
連
結
財

（
新
設
）

24
務
諸
表
が
修
正
国
際
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
第
一
号
ニ
並
び
に
第
六
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
一
項
第
三
号
ニ
及
び
第
十
六
項
各
号
に
規
定
す
る
一
般
に
公

正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
四
半
期
財
務
諸
表
等
の
作
成
基
準
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。
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五

財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
情
報
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
二
号
）

改

正

案

現

行

第
十
八
条

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
に
基
づ

第
十
八
条

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
に
基
づ

い
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い
る
連
結

い
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い
る
連
結

財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
が
連
結

財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九

財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
連
結
財
務
諸
表
を
提
出
す
る
場
合
又

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
連
結
財
務
諸
表
を
提
出
す
る
場
合
及
び
米
国
預
託
証
券
の

は
米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成

発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
り
作
成
し

方
法
に
よ
り
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
「
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
」
と
い

た
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
「
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
を
米
国
証
券

う
。
）
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
が

取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
当
該
米
国
式
連
結
財

当
該
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
を
法
の
規
定
に
よ
る
連
結
財
務
諸
表
と
し
て
提
出
す

務
諸
表
を
法
の
規
定
に
よ
る
連
結
財
務
諸
表
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
、
金
融
庁

る
こ
と
を
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の

長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
場
合

と
し
て
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
の
提
出
す
る
内
部
統
制
報
告
書
の
用
語
、

に
は
、
当
該
会
社
の
提
出
す
る
内
部
統
制
報
告
書
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
て
指
示
し
た
事
項
を
除
き

は
、
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
て
指
示
し
た
事
項
を
除
き
、
米
国
に
お
い
て
要

、
米
国
に
お
い
て
要
請
さ
れ
て
い
る
内
部
統
制
報
告
書
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成

請
さ
れ
て
い
る
内
部
統
制
報
告
書
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
こ
と
が

方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

第
二
十
一
条

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準

第
二
十
一
条

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
会
社
及
び
米
国

特
定
会
社
又
は
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い

式
連
結
財
務
諸
表
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提

る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
内
部
統
制
報
告
書
を
作

出
会
社
が
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
内
部
統
制
報
告
書
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、

成
す
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
の
作
成
す
る
内
部
統
制
報
告
書
に
対
し
て
実
施
さ

当
該
会
社
の
作
成
す
る
内
部
統
制
報
告
書
に
対
し
て
実
施
さ
れ
る
監
査
証
明
は
、

れ
る
監
査
証
明
は
、
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
て
指
示
す
る
事
項
を
除
き
、
米

金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
て
指
示
す
る
事
項
を
除
き
、
米
国
に
お
け
る
一
般
に

国
に
お
け
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
監

公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
監
査
に
関
す
る
基
準
及

査
に
関
す
る
基
準
及
び
慣
行
に
従
っ
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

び
慣
行
に
従
っ
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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六

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
八
章

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
財
務
諸
表
（
第
百
二
十
九
条
・
第
百

第
八
章

特
定
会
社
の
財
務
諸
表
（
第
百
二
十
九
条
・
第
百
三
十
条
）

三
十
条
）

第
九
章

（
略
）

第
九
章

（
略
）

附
則

附
則

（
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
特
例
）

（
特
定
会
社
の
特
例
）

第
一
条
の
二
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

第
一
条
の
二
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

発
行
者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

発
行
者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
」
と

要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す

い
う
。
）
が
提
出
す
る
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
連
結
財
務

る
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い

諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
限
り
、
第
八
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と

な
い
場
合
に
限
り
、
第
八
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
八
章

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
財
務
諸
表

第
八
章

特
定
会
社
の
財
務
諸
表

（
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
）

（
特
定
会
社
の
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
）

第
百
二
十
九
条

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
が
提
出
す
る
財
務
諸
表
の
用
語
、

第
百
二
十
九
条

特
定
会
社
が
提
出
す
る
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
に
よ
る
。

は
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
に
よ
る
。

２

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
財
務
諸
表

２

特
定
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
財
務
諸
表
の
ほ
か
、
指
定
国
際

の
ほ
か
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に
よ
つ
て
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

会
計
基
準
に
よ
つ
て
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
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（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）

（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）

第
百
三
十
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
財
務
諸
表
に
は
、
次
に

第
百
三
十
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
財
務
諸
表
に
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

三

特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由
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七

四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
四
半
期
財
務
諸
表
（
第
八
十
三
条
・

第
六
章

特
定
会
社
の
四
半
期
財
務
諸
表
（
第
八
十
三
条
・
第
八
十
四
条
）

第
八
十
四
条
）

第
七
章

（
略
）

第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
適
用
の
特
例
）

（
適
用
の
特
例
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
」
と
い
う

の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
四

。
）
が
提
出
す
る
四
半
期
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
第
六
章

半
期
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
第
六
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
六
章

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
四
半
期
財
務
諸
表

第
六
章

特
定
会
社
の
四
半
期
財
務
諸
表

（
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
四
半
期
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
）

（
特
定
会
社
の
四
半
期
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
）

第
八
十
三
条

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
が
提
出
す
る
四
半
期
財
務
諸
表
の
用

第
八
十
三
条

特
定
会
社
が
提
出
す
る
四
半
期
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成

語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
前
各
章
の
規
定
に
よ
る
。

方
法
は
、
前
各
章
の
規
定
に
よ
る
。

２

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
四
半
期
財

２

特
定
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
四
半
期
財
務
諸
表
の
ほ
か
、
指

務
諸
表
の
ほ
か
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に
よ
っ
て
四
半
期
財
務
諸
表
を
作
成
す
る

定
国
際
会
計
基
準
に
よ
っ
て
四
半
期
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。
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（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）

（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）

第
八
十
四
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
四
半
期
財
務
諸
表
に
は

第
八
十
四
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
四
半
期
財
務
諸
表
に
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

三

特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由
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八

中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
中
間
財
務
諸
表
（
第
七
十
四
条
・
第

第
六
章

特
定
会
社
の
中
間
財
務
諸
表
（
第
七
十
四
条
・
第
七
十
五
条
）

七
十
五
条
）

第
七
章

（
略
）

第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
適
用
の
特
例
）

（
適
用
の
特
例
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
」
と
い
う

の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
中

。
）
が
提
出
す
る
中
間
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
中
間
連
結

間
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し

財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
限
り
、
第
六
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

て
い
な
い
場
合
に
限
り
、
第
六
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
六
章

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
中
間
財
務
諸
表

第
六
章

特
定
会
社
の
中
間
財
務
諸
表

（
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
の
中
間
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
）

（
特
定
会
社
の
中
間
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
）

第
七
十
四
条

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
が
提
出
す
る
中
間
財
務
諸
表
の
用
語

第
七
十
四
条

特
定
会
社
が
提
出
す
る
中
間
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
前
各
章
の
規
定
に
よ
る
。

法
は
、
前
各
章
の
規
定
に
よ
る
。

２

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
中
間
財
務

２

特
定
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
中
間
財
務
諸
表
の
ほ
か
、
指
定

諸
表
の
ほ
か
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に
よ
つ
て
中
間
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
こ
と

国
際
会
計
基
準
に
よ
つ
て
中
間
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

22



（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）

（
会
計
基
準
の
特
例
に
関
す
る
注
記
）

第
七
十
五
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
中
間
財
務
諸
表
に
は
、

第
七
十
五
条

指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
中
間
財
務
諸
表
に
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

三

特
定
会
社
に
該
当
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由
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九 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ）

改  正  案 現     行 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

（１）～（24） （略） 

（25） 主要な経営指標等の推移 

（１）～（24） （略）   

（25） 主要な経営指標等の推移 

ａ 最近５連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（以下ａにおいて「連結財務諸表規

則による指標等」という。）の推移について記載すること。 

なお、指定国際会計基準（連結財務諸表規則第 93 条に規定する指定国際会計基準をいう。

以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場合（同条の規定により指定国際

会計基準による連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）又は修正国際

基準（連結財務諸表規則第 94 条に規定する修正国際基準をいう。以下この様式において同

じ。）により連結財務諸表を作成した場合（同条の規定により修正国際基準による連結財務諸

表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）には、当該連結財務諸表に係る連結

会計年度（第四号の三様式記載上の注意（18）のｈにより指定国際会計基準による連結会計年

度に係る連結財務諸表を記載した場合又は（18）のｉにより修正国際基準による連結会計年度

に係る連結財務諸表を記載した場合における当該連結会計年度を含む。）については、連結財

務諸表規則による指標等に相当する指標等の推移について記載すること。この場合において、

当該連結会計年度について（30）のｄ又はｆにより要約連結財務諸表を作成したときには、当

該要約連結財務諸表に基づく主要な経営指標等又はこれらに相当する指標等の推移について併

せて記載すること。 

ａ 最近５連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（以下ａにおいて「連結財務諸表規

則による指標等」という。）の推移について記載すること。 

なお、特定会社（連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社をいう。以下この様式に

おいて同じ。）が連結財務諸表規則第93条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指

定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場合

（以下この様式において「指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合」という。）

には、当該連結財務諸表に係る連結会計年度（第四号の三様式記載上の注意（18）のｈにより

指定国際会計基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合における当該連結会

計年度を含む。）については、連結財務諸表規則による指標等に相当する指標等の推移につい

て記載すること。この場合において、当該連結会計年度について（30）のｄにより要約連結財

務諸表を作成した場合には、当該要約連結財務諸表に基づく主要な経営指標等の推移について

併せて記載すること。 

（ａ）～（ｑ） （略） 

ｂ～ｄ （略） 

（ａ）～（ｑ） （略） 

ｂ～ｄ （略） 

（26） （略） 

（27） 事業の内容 

（26） （略） 

（27） 事業の内容 

ａ 届出書提出日の最近日（以下「最近日」という。）現在における提出会社及び関係会社において営

まれている主な事業の内容、当該事業を構成している提出会社又は当該関係会社の当該事業における

位置付け等について、セグメント情報（指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表を作

成した場合は、これに相当する情報。以下この様式において同じ。）との関連を含め系統的に分かり

やすく説明するとともに、その状況を事業系統図等によって示すこと。 

なお、セグメント情報に記載された区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社の名称を

併せて記載すること。 

ａ 届出書提出日の最近日（以下「最近日」という。）現在における提出会社及び関係会社において営

まれている主な事業の内容、当該事業を構成している提出会社又は当該関係会社の当該事業における

位置付け等について、セグメント情報（指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合は、こ

れに相当する情報。以下この様式において同じ。）との関連を含め系統的に分かりやすく説明すると

ともに、その状況を事業系統図等によって示すこと。 

なお、セグメント情報に記載された区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社の名称を

併せて記載すること。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（28）・（29） （略） 

（30） 業績等の概要 

（28）・（29） （略） 

（30） 業績等の概要 

ａ 最近連結会計年度及び（61）ただし書により四半期連結貸借対照表（指定国際会計基準により四半

期連結財務諸表を作成した場合（四半期連結財務諸表規則第93条の規定により指定国際会計基準によ

る四半期連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）又は修正国際基準により

四半期連結財務諸表を作成した場合（四半期連結財務諸表規則第94条の規定により修正国際基準によ

る四半期連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）にあっては、四半期連結

ａ 最近連結会計年度及び（61）ただし書により四半期連結貸借対照表（指定国際会計基準により四半

期連結財務諸表を作成した場合（特定会社が四半期連結財務諸表規則第93条の規定により指定国際会

計基準による四半期連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）にあっては、

四半期連結貸借対照表に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げた場合にあっては

当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結累計期間（四半期財務諸表等規則第３条第７号に規定す
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貸借対照表に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げた場合にあっては当該四半期

連結貸借対照表に係る四半期連結累計期間（四半期財務諸表等規則第３条第７号に規定する四半期連

結累計期間をいう。以下この様式において同じ。）又は中間連結貸借対照表（指定国際会計基準により

中間連結財務諸表を作成した場合（中間連結財務諸表規則第87条の規定により指定国際会計基準によ

る中間連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）又は修正国際基準により中

間連結財務諸表を作成した場合（中間連結財務諸表規則第88条の規定により修正国際基準による中間

連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）にあっては、中間連結貸借対照表

に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げた場合にあっては当該中間連結貸借対照

表に係る中間連結会計期間（以下この様式において「最近連結会計年度等」という。）における業績及

びキャッシュ・フロー（指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合は、

これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況（キャッシュ・フローの状況については、

（64）ただし書により四半期連結キャッシュ・フロー計算書を掲げた場合の当該四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書に係る四半期連結累計期間又は中間連結キャッシュ・フロー計算書を掲げた場合の

当該連結会計年度の中間連結会計期間に係るものに限る。）について、前年同期（前年同四半期連結累

計期間又は前中間連結会計期間を除く。）と比較して分析的に記載すること。 

なお、業績については、セグメント情報に記載された区分により記載すること。 

る四半期連結累計期間をいう。以下この様式において同じ。）又は中間連結貸借対照表（指定国際会計

基準により中間連結財務諸表を作成した場合（特定会社が中間連結財務諸表規則第87条の規定により

指定国際会計基準による中間連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）にあ

っては、中間連結貸借対照表に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げた場合にあ

っては当該中間連結貸借対照表に係る中間連結会計期間（以下この様式において「最近連結会計年度

等」という。）における業績及びキャッシュ・フロー（指定国際会計基準により連結財務諸表を作成し

た場合は、これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況（キャッシュ・フローの状況に

ついては、（64）ただし書により四半期連結キャッシュ・フロー計算書を掲げた場合の当該四半期連結

キャッシュ・フロー計算書に係る四半期連結累計期間又は中間連結キャッシュ・フロー計算書を掲げ

た場合の当該連結会計年度の中間連結会計期間に係るものに限る。）について、前年同期（前年同四半

期連結累計期間又は前中間連結会計期間を除く。）と比較して分析的に記載すること。 

なお、業績については、セグメント情報に記載された区分により記載すること。 

ｂ （略） ｂ （略） 

ｃ 指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、指定国際会計基準により作成し

た最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目（収益に関する項目等。ｄ、ｅ及

び f において同じ。）と連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した場合の

最近連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項

（当該差異の概算額等。ｄ、ｅ及びｆにおいて同じ。）を記載すること。ただし、指定国際会

計基準により連結財務諸表の作成を開始した連結会計年度（当該連結会計年度が複数あるとき

は、その直近のものをいう。）の直前連結会計年度において連結財務諸表規則第 95 条又は連結

財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令（平成 14 年内閣

府令第 11 号）附則第３項の規定に基づき、米国預託証券の発行等に関して要請されている用

語、様式及び作成方法（e 及びｆにおいて「米国基準」という。）により連結財務諸表を作成し

た提出会社（ｄにおいて「米国基準適用会社」という。）が、指定国際会計基準により連結財

務諸表を作成した場合は、記載を要しない。 

ｃ 指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、指定国際会計基準により作成し

た最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目（収益に関する項目等。ｄにおい

て同じ。）と連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した場合の最近連結会

計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項（当該差異の

概算額等。ｄにおいて同じ。）を記載すること。ただし、連結財務諸表規則第95条又は連結財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令（平成14年内閣府令

第11号）附則第３項の規定に基づき、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様

式及び作成方法により連結財務諸表を作成した提出会社（ｄにおいて「米国基準適用会社」と

いう。）が指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。    

ｄ 提出会社が最近連結会計年度に係る連結財務諸表について指定国際会計基準により作成を開

始した場合には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財務諸表（最近

連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により連

結財務諸表を作成した場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成すべ

き連結財務諸表について、また修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には修正国際基準

により作成すべき連結財務諸表について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表をい

う。以下ｄにおいて同じ。）を（60）のａに準じて記載するとともに、連結財務諸表規則に従

い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載する

こと。 

また、指定国際会計基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要

な項目と連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した場合の最近連結会計

年度及びその直前連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に

関する事項を記載すること。 

ただし、提出会社が初めて提出する有価証券届出書に指定国際会計基準に準拠して作成した

連結財務諸表を記載する場合又は米国基準適用会社である場合は、記載を要しない。 

ｄ 提出会社が最近連結会計年度に係る連結財務諸表を初めて指定国際会計基準により作成した

場合には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財務諸表（連結財務諸

表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成すべき連結財務諸表について、その表示科目

を要約して作成した連結財務諸表をいう。以下ｄにおいて同じ。）を（60）のａに準じて記載

するとともに、連結財務諸表規則に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項の変更に関する事項を記載すること。 

  また、指定国際会計基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要

な項目と連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した場合の最近連結会計

年度及びその直前連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に

関する事項を記載すること。 

  ただし、提出会社が初めて提出する有価証券届出書に指定国際会計基準に準拠して作成した

連結財務諸表を記載する場合又は米国基準適用会社である場合は、記載を要しない。 

25



ｅ 修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、修正国際基準により作成した最近連

結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則（第七章及び第八章を

除く。）により作成した場合の最近連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当す

る項目との差異に関する事項を記載すること。ただし、修正国際基準により連結財務諸表の作

成を開始した連結会計年度（当該連結会計年度が複数あるときは、その直近のものをいう。）

の直前連結会計年度において米国基準により連結財務諸表を作成した提出会社が、修正国際基

準により連結財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。 

（新設） 

ｆ 提出会社が最近連結会計年度に係る連結財務諸表について修正国際基準により作成を開始し

た場合には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財務諸表（最近連結

会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により連結財

務諸表を作成した場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成すべき連結財

務諸表について、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には指定国際会計基準により

作成すべき連結財務諸表について、また米国基準により連結財務諸表を作成した場合には米国基

準により作成すべき連結財務諸表について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表をいう。

以下ｆにおいて同じ。）を（60）のａに準じて記載するとともに、連結財務諸表規則に従い、

当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載するこ

と。 

また、最近連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章

を除く。）又は指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、修正国際基準によ

り作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則（第

七章及び第八章を除く。）により作成した場合の最近連結会計年度及びその直前の連結会計年

度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項を記載すること。 

  ただし、提出会社が初めて提出する有価証券届出書に修正国際基準に準拠して作成した連結

財務諸表を記載する場合は、記載を要しない。 

（新設） 

（31）～（58） （略） （31）～（58） （略） 

（59） 経理の状況 （59） 経理の状況 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 指定国際会計基準により連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成し

た場合には、その旨を記載すること。 

また、修正国際基準により連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成

した場合には、その旨を記載すること。 

ｂ 指定国際会計基準により連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成し

た場合には、その旨を記載すること。 

ｃ （略） ｃ （略） 

ｄ 提出会社が連結財務諸表を作成していない場合であって、財務諸表等規則第 129 条第２項の

規定により指定国際会計基準により財務諸表を作成したときには、その旨を記載すること。 

ｄ 特定会社が連結財務諸表を作成していない場合であって、財務諸表等規則第129条第２項の

規定により指定国際会計基準により財務諸表を作成したときには、その旨を記載すること。 

ｅ （略） ｅ （略） 

ｆ 連結財務諸表規則第１条の２に規定する指定国際会計基準特定会社が指定国際会計基準に基

づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備（例えば、指定国際会計基準

に関する十分な知識を有する役員又は使用人の配置）を行っている場合には、その旨及びその

体制の具体的な内容を記載すること。 

また、連結財務諸表規則第１条の３に規定する修正国際基準特定会社が修正国際基準に基づ

いて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備（例えば、修正国際基準に関す

る十分な知識を有する役員又は使用人の配置）を行っている場合には、その旨及びその体制の

具体的な内容を記載すること。 

ｆ 特定会社が指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制

の整備（例えば、指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人の配置）を行

っている場合には、その旨及びその体制の具体的な内容を記載すること。 

ｇ～ｉ （略） ｇ～ｉ （略） 
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（60） 連結財務諸表 （60） 連結財務諸表 

ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算

書、連結株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準又は

修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合にあっては、これらに相当するものをいう。

以下この様式において同じ。）については、連結財務諸表規則に定めるところにより作成した

最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に

係る連結財務諸表が法第５条第１項又は第24条第１項から第３項までの規定により提出された

届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合（この届出書に添付された監査報告書に監

査証明府令第４条第２項の規定による記載がある場合を除く。）には、最近２連結会計年度に

係る連結財務諸表（連結財務諸表規則第８条の３に規定する比較情報を除く。以下この様式に

おいて「最近２連結会計年度連結財務諸表」という。）について、最近連結会計年度の前連結

会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 

なお、（61）ただし書、（62）ただし書、（63）ただし書及び（64）ただし書により、四半期

連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及

び包括利益計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した

場合にあっては、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及

び包括利益計算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）、四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した

場合にあっては、四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式

において同じ。）並びに持分変動計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結

財務諸表を作成した場合に限る。）又は中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連

結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準

により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結損益計算書及び中間連結包括利

益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書に相当するものをいう。以下この様式において

同じ。）、中間連結株主資本等変動計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準により中間連結

財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結株主資本等変動計算書に相当するものをいう。

以下この様式において同じ。）並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準

又は修正国際基準により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結キャッシュ・

フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げる場合には、（61）、

（62）、（63）及び（64）により掲げた連結財務諸表の下にそれぞれ記載すること。 

ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算

書、連結株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準によ

り連結財務諸表を作成した場合にあっては、これらに相当するものをいう。以下この様式にお

いて同じ。）については、連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度

に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表

が法第５条第１項又は第24条第１項から第３項までの規定により提出された届出書又は有価証

券報告書に記載されていない場合（この届出書に添付された監査報告書に監査証明府令第４条

第２項の規定による記載がある場合を除く。）には、最近２連結会計年度に係る連結財務諸表

（連結財務諸表規則第８条の３に規定する比較情報を除く。以下この様式において「最近２連

結会計年度連結財務諸表」という。）について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側

に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 

なお、（61）ただし書、（62）ただし書、（63）ただし書及び（64）ただし書により、四半期

連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及

び包括利益計算書（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合にあっては、

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書

に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合にあっては、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）並びに持分変動計

算書（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合に限る。）又は中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計

算書（指定国際会計基準により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結損益計

算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書に相当するものをい

う。以下この様式において同じ。）、中間連結株主資本等変動計算書（指定国際会計基準により

中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結株主資本等変動計算書に相当するもの

をいう。以下この様式において同じ。）並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際

会計基準により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、中間連結キャッシュ・フロー計

算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げる場合には、（61）、（62）、

（63）及び（64）により掲げた連結財務諸表の下にそれぞれ記載すること。 

ｂ 連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸

表規則、四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則、指定国際会計基準又は修正国際

基準に従い、適切な科目による適正な金額の計上を行うとともに、連結財務諸表、四半期連結

財務諸表及び中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべき注記、連結附

属明細表（指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合は、これに

相当するもの。（65）において同じ。）等を会社の実態に即して適正に記載すること。 

ｂ 連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸

表規則、四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則又は指定国際会計基準に従い、適

切な科目による適正な金額の計上を行うとともに、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中

間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべき注記、連結附属明細表（指定

国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合は、これに相当するもの。（65）において同

じ。）等を会社の実態に即して適正に記載すること。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（61） （略） （61） （略） 

（62） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 （62） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 

最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書

（（60）ａにより最近２連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近２連結会計年度の連結損益

計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書）を掲げること。なお、連結損益計算

書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計

算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益

最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書

（（60）ａにより最近２連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近２連結会計年度の連結損益

計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書）を掲げること。なお、連結損益計算

書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計

算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益
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計算書」と記載すること。 

ただし、（61）ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対

照表に係る四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結

損益及び包括利益計算書（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除く。以下（62）

において同じ。）を併せて掲げること。この場合において、四半期連結財務諸表規則に定めるところに

より当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結

損益及び包括利益計算書を作成した場合には、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結会計期間の

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書も併せて

掲げること。なお、指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合に

は、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間の四半期連結損益計

算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げること。 

また、（61）ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表

を掲げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結損益計算書及び

中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規

定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

計算書」と記載すること。 

ただし、（61）ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対

照表に係る四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結

損益及び包括利益計算書（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除く。以下（62）

において同じ。）を併せて掲げること。この場合において、四半期連結財務諸表規則に定めるところに

より当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結

損益及び包括利益計算書を作成した場合には、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結会計期間の

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書も併せて

掲げること。なお、指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合には、当該四半期連結

貸借対照表に係る四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結

包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げること。 

また、（61）ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表

を掲げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結損益計算書及び

中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規

定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

（63） （略） （63） （略） 

（64） 連結キャッシュ・フロー計算書 （64） 連結キャッシュ・フロー計算書 

最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書（（60）ａにより最近２連結会計年度連結財務諸

表を記載する場合は、最近２連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書）を掲げること。 

ただし、（61）ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対

照表に係る四半期連結累計期間（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合又は修正

国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合のいずれにも該当しないときは、当四半期連結

会計期間が第２四半期連結会計期間である場合又は当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間以

外の四半期連結会計期間である場合であって、四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書を作成したときに限る。）の四半期連結キャッシュ・フロー計算書（四半期連結財務諸表規則

第５条の３に規定する比較情報を除く。）を、また、（61）ただし書に規定する中間連結貸借対照表を

掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に

係る連結会計年度の中間連結キャッシュ・フロー計算書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する

比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書（（60）ａにより最近２連結会計年度連結財務諸

表を記載する場合は、最近２連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書）を掲げること。 

ただし、（61）ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対

照表に係る四半期連結累計期間（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合に該当し

ないときは、当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間である場合又は当四半期連結会計期間が

第２四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間である場合であって、四半期連結累計期間に係る四

半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成したときに限る。）の四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除く。）を、また、（61）ただし書に規定

する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲げた場合を含む。）には、

当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結キャッシュ・フロー計算書（中間連結財務諸表

規則第４条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

（65） 連結附属明細表 （65） 連結附属明細表 

最近連結会計年度の連結附属明細表を示すこと。 

なお、指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表を作成し、かつ、連結附属明細表に相

当する情報を他の箇所に記載したときには記載を要しない。 

最近連結会計年度の連結附属明細表を示すこと。 

なお、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成し、かつ、連結附属明細表に相当する情報を他の

箇所に記載したときには記載を要しない。 

（66）～（84－２） （略） （66）～（84－２） （略） 

（84－３） 修正国際基準による連結財務諸表の修正に伴う記載 （新設） 

修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合であって、修正国際基準に従い最近連結会計年度の

前連結会計年度に係る連結財務諸表の修正をしたときは、届出書に記載すべき事項（当該修正後の連結

財務諸表を除く。）のうち、当該修正に関連する事項については当該修正後の内容及びその旨を記載す

ること。 

（85）～（87） （略） （85）～（87） （略） 
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改  正  案 現     行 
第二号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

 （略） 

第二号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

 （略） 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 追完情報 （２） 追完情報 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

ｄ （３）のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載している会社においては、次の（ａ）から

（ｅ）までに掲げる場合に応じ、当該（ａ）から（ｅ）までに掲げる事項を前年同期と比較して記載

すること。 

（ａ） 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おお

むね３月を経過した日から令第４条の２の 10 第３項に規定する期間（提出会社が特定事業会

社（第 17 条の 15 第２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）

である場合には令第４条の２の 10 第４項に規定する期間。以下この様式において「提出期

間」という。）を経過する日までの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度の最

初の四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表（四半期連結財務諸表規則第 93 条の規

定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式におい

て同じ。）により四半期連結財務諸表を作成した場合又は四半期連結財務諸表規則第 94 条の

規定により修正国際基準（同条に規定する修正国際基準をいう。以下この様式において同

じ。）により四半期連結財務諸表を作成した場合には、四半期連結貸借対照表に相当するも

のをいう。（ｂ）及び（ｃ）において同じ。）を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計

年度開始後３月の業績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該

形式により記載すること。） 

ｄ （３）のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載している会社においては、次の（ａ）から

（ｅ）までに掲げる場合に応じ、当該（ａ）から（ｅ）までに掲げる事項を前年同期と比較して記載

すること。 

（ａ） 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おお

むね３月を経過した日から令第４条の２の 10 第３項に規定する期間（提出会社が特定事業会

社（第 17 条の 15 第２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）

である場合には令第４条の２の 10 第４項に規定する期間。以下この様式において「提出期

間」という。）を経過する日までの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度の最

初の四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表（提出会社が特定会社（連結財務諸表

規則第１条の２に規定する特定会社をいう。以下この様式において同じ。）であって、四半

期連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基

準をいう。以下この様式において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成した場合には、

四半期連結貸借対照表に相当するものをいう。（ｂ）及び（ｃ）において同じ。）を掲げた

場合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後３月の業績の概要（四半期連結財務諸表の形

式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

（ｂ）・（ｃ） （略） 

（ｄ） 半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむ

ね７月から９月までの期間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計

年度に係る中間連結貸借対照表（中間連結財務諸表規則第 87 条の規定により指定国際会計基

準により中間連結財務諸表を作成した場合又は中間連結財務諸表規則第 88 条の規定により修

正国際基準により中間連結財務諸表を作成した場合には、中間連結貸借対照表に相当するも

のをいう。）を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後６月の業績の概要（中間

連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

（ｂ）・（ｃ） （略） 

（ｄ） 半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむ

ね７月から９月までの期間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計

年度に係る中間連結貸借対照表（提出会社が特定会社であって、中間連結財務諸表規則第 87

条の規定により指定国際会計基準により中間連結財務諸表を作成した場合には、中間連結貸

借対照表に相当するものをいう。）を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後６

月の業績の概要（中間連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載

すること。） 

（ｅ） （略） （ｅ） （略） 

ｅ （３）のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載していない１年を１事業年度とする会社及び特

定事業会社においては、次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる場合に応じ、当該（ａ）から（ｅ）まで

に掲げる事項を前年同期と比較して記載すること。 

（ａ） 四半期報告書を提出する会社（四半期連結財務諸表を作成している特定事業会社を除く。）

において、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね３月を経過した日から提出期間を経

過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の事業年度の最初の四半期会計期間に係る

四半期貸借対照表（提出会社が連結財務諸表を作成しておらず、かつ、四半期財務諸表等規

則第 83 条第２項の規定により指定国際会計基準により四半期財務諸表を作成した場合には、

ｅ （３）のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載していない１年を１事業年度とする会社及び特

定事業会社においては、次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる場合に応じ、当該（ａ）から（ｅ）まで

に掲げる事項を前年同期と比較して記載すること。 

（ａ） 四半期報告書を提出する会社（四半期連結財務諸表を作成している特定事業会社を除く。）

において、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね３月を経過した日から提出期間を経

過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の事業年度の最初の四半期会計期間に係る

四半期貸借対照表（提出会社が特定会社であって、連結財務諸表を作成しておらず、かつ、

四半期財務諸表等規則第 83 条第２項の規定により指定国際会計基準により四半期財務諸表を
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四半期貸借対照表に相当するものをいう。（ｂ）及び（ｃ）において同じ。）を掲げた場合を

除く。） 当該次の事業年度開始後３月の業績の概要（四半期財務諸表の形式による記載が可

能なときは、当該形式により記載すること。） 

作成した場合には、四半期貸借対照表に相当するものをいう。（ｂ）及び（ｃ）において同

じ。）を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後３月の業績の概要（四半期財務諸表

の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

（ｂ）・（ｃ） （略） 

（ｄ） 半期報告書を提出する会社において、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね７月か

ら９月までの期間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の事業年度に係る中

間貸借対照表（提出会社が中間連結財務諸表を作成しておらず、かつ、中間財務諸表等規則

第 74 条第２項の規定により指定国際会計基準により中間財務諸表を作成した場合には、中間

貸借対照表に相当するものをいう。）を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後６月

の業績の概要（中間財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載するこ

と。） 

（ｂ）・（ｃ） （略） 

（ｄ） 半期報告書を提出する会社において、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね７月か

ら９月までの期間を経過するまでの間に届出書を提出する場合（当該次の事業年度に係る中

間貸借対照表（提出会社が特定会社であって、中間財務諸表等規則第 74 条第２項の規定によ

り指定国際会計基準により中間財務諸表を作成した場合には、中間貸借対照表に相当するも

のをいう。）を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後６月の業績の概要（中間財務

諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。） 

（ｅ） （略） 

ｆ・ｇ （略） 

（ｅ） （略） 

ｆ・ｇ （略） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 
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改  正  案 現     行 
第二号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

第二号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

 （略）  （略） 

（１）～（10） （略） （１）～（10） （略） 

（11） 主要な経営指標等の推移 （11） 主要な経営指標等の推移 

ａ 最近２連結会計年度（会社設立後２連結会計年度を経過していない場合には、最近連結会計年度）

に係る次に掲げる主要な経営指標等（以下ａにおいて「連結財務諸表規則による指標等」という。）

の推移について記載すること。 

なお、連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基

準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場合（以下この様式におい

て「指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合」という。）又は連結財務諸表規則第 94

条の規定により修正国際基準（同条に規定する修正国際基準をいう。以下この様式において同じ。）

により連結財務諸表を作成した場合（以下この様式において「修正国際基準により連結財務諸表を

作成した場合」という。）には、当該連結財務諸表に係る連結会計年度（第四号の三様式記載上の注

意（18）のｈにより指定国際会計基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合又は

（18）のｉにより修正国際基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した場合における当

該連結会計年度を含む。）については、連結財務諸表規則による指標等に相当する指標等の推移につ

いて記載すること。この場合において、当該連結会計年度について第二号様式記載上の注意（30）

のｄ又はｆにより要約連結財務諸表を作成した場合には、当該要約連結財務諸表に基づく主要な経

営指標等又はこれらに相当する指標等の推移について併せて記載すること。 

ａ 最近２連結会計年度（会社設立後２連結会計年度を経過していない場合には、最近連結会計年

度）に係る次に掲げる主要な経営指標等（以下ａにおいて「連結財務諸表規則による指標等」とい

う。）の推移について記載すること。 

なお、特定会社（連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社をいう。）が連結財務諸表規則

第 93 条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式に

おいて同じ。）により連結財務諸表を作成した場合（以下この様式において「指定国際会計基準によ

り連結財務諸表を作成した場合」という。）には、当該連結財務諸表に係る連結会計年度（第四号の

三様式記載上の注意（18）のｈにより指定国際会計基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記

載した場合における当該連結会計年度を含む。）については、連結財務諸表規則による指標等に相当

する指標等の推移について記載すること。この場合において、当該連結会計年度について第二号様式

記載上の注意（30）のｄにより要約連結財務諸表を作成した場合には、当該要約連結財務諸表に基づ

く主要な経営指標等の推移について併せて記載すること。 

（ａ）～（ｑ） （略） （ａ）～（ｑ） （略） 

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略） 

（12） （略） （12） （略） 

（13） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 （13） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 

最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書

（（12）により最近２連結会計年度に係る連結貸借対照表を記載する場合は、最近２連結会計年度の連

結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書）を掲げること。なお、連結損

益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括

利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包

括利益計算書」と記載すること。 

ただし、（12）ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対

照表に係る四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結

損益及び包括利益計算書（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除く。以下（13）

において同じ。）を併せて掲げること。この場合において、四半期連結財務諸表規則に定めるところに

より、当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連

結損益及び包括利益計算書を作成した場合には、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結会計期間

の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書も併せ

て掲げること。なお、指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合又は修正国際基準に

より四半期連結財務諸表を作成した場合には、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結累計期間及

最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書

（（12）により最近２連結会計年度に係る連結貸借対照表を記載する場合は、最近２連結会計年度の連

結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書）を掲げること。なお、連結損

益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括

利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包

括利益計算書」と記載すること。 

ただし、（12）ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対

照表に係る四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結

損益及び包括利益計算書（四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除く。以下（13）

において同じ。）を併せて掲げること。この場合において、四半期連結財務諸表規則に定めるところに

より、当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連

結損益及び包括利益計算書を作成した場合には、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結会計期間

の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書も併せ

て掲げること。なお、指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合には、当該四半期連

結貸借対照表に係る四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連

31



び四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び

包括利益計算書を掲げること。 

また、（12）ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表

を掲げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結損益計算書及び

中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規

定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げること。 

また、（12）ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表

を掲げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結損益計算書及び

中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規

定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

（14） （略） （14） （略） 

（15） 連結キャッシュ・フロー計算書 （15） 連結キャッシュ・フロー計算書 

最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書（（12）により最近２連結会計年度に係る連結貸

借対照表を記載する場合は、最近２連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書）を掲げること。 

ただし、（12）ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対

照表に係る四半期連結累計期間（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合又は修正

国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合のいずれにも該当しないときは、当四半期連結会計

期間が第２四半期連結会計期間である場合又は当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間以外の

四半期連結会計期間である場合であって、四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計

算書を作成したときに限る。）の四半期連結キャッシュ・フロー計算書（四半期連結財務諸表規則第５

条の３に規定する比較情報を除く。）を、また、（12）ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた

場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲げた場合を含む。）には、当該中間連結貸借対照表に係る連

結会計年度の中間連結キャッシュ・フロー計算書（中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比較情

報を除く。）を併せて掲げること。 

最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書（（12）により最近２連結会計年度に係る連結貸借

対照表を記載する場合は、最近２連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書）を掲げること。 

ただし、（12）ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、当該四半期連結貸借対照

表に係る四半期連結累計期間（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合に該当しな

いときは、当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間である場合又は当四半期連結会計期間が第

２四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間である場合であって、四半期連結累計期間に係る四半

期連結キャッシュ・フロー計算書を作成したときに限る。）の四半期連結キャッシュ・フロー計算書（四

半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除く。）を、また、（12）ただし書に規定する中

間連結貸借対照表を掲げた場合（特定事業会社が中間貸借対照表を掲げた場合を含む。）には、当該中間

連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結キャッシュ・フロー計算書（中間連結財務諸表規則第４

条の２に規定する比較情報を除く。）を併せて掲げること。 

（16）～（26） （略） （16）～（26） （略） 
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改  正  案 現     行 
第二号の六様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

第二号の六様式 

【表紙】 

【提出書類】                有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

 （略）  （略） 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（８） 統合財務情報 （８） 統合財務情報 

ａ 提出会社が、特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に関して本届出書を提出する場

合には、組織再編成対象会社（二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときには各

新設分割会社、二以上の株式会社が共同して株式移転をするときには各株式移転完全子会社をい

う。）及び提出会社について、最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には、最近事

業年度）に係る主要な経営指標等（第二号様式記載上の注意（25）のａの（ａ）から（ｐ）までに掲

げる主要な経営指標等（連結財務諸表を作成していない場合には、同記載上の注意（25）のｂの

（ａ）から（ｔ）までに掲げる主要な経営指標等）をいい、連結財務諸表規則第 93 条の規定により

指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により

連結財務諸表を作成した場合、連結財務諸表規則第 94 条の規定により修正国際基準（同条に規定す

る修正国際基準をいう。）により連結財務諸表を作成した場合、又は提出会社が連結財務諸表を作成

しておらず、かつ、財務諸表等規則第129条第２項の規定により指定国際会計基準により財務諸表を

作成した場合は、これらの経営指標等に相当する指標等。以下（８）において同じ。）を記載するこ

と。また、これらの主要な経営指標等に基づき、当該組織再編成後の提出会社に係るものとして算出

した主要な経営指標等を記載すること。 

なお、組織再編成後の提出会社に係る主要な経営指標等の算出において必要な調整を行った場合に

はその旨を明示すること。 

組織再編成後の提出会社に係る主要な経営指標等は、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けて

いない財務情報に基づく記載である旨を明示すること。 

ａ 提出会社が、特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に関して本届出書を提出する場

合には、組織再編成対象会社（二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときには各

新設分割会社、二以上の株式会社が共同して株式移転をするときには各株式移転完全子会社をい

う。）及び提出会社について、最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には、最近事

業年度）に係る主要な経営指標等（第二号様式記載上の注意（25）のａの（ａ）から（ｐ）までに掲

げる主要な経営指標等（連結財務諸表を作成していない場合には、同記載上の注意（25）のｂの

（ａ）から（ｔ）までに掲げる主要な経営指標等）をいい、連結財務諸表規則第 93 条の規定により

指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。）により連結財務諸表を作

成し、又は財務諸表等規則第129 条第２項の規定により指定国際会計基準により財務諸表を作成した

場合は、これらの経営指標等に相当する指標等。以下（８）において同じ。）を記載すること。ま

た、これらの主要な経営指標等に基づき、当該組織再編成後の提出会社に係るものとして算出した主

要な経営指標等を記載すること。 

なお、組織再編成後の提出会社に係る主要な経営指標等の算出において必要な調整を行った場合に

はその旨を明示すること。 

組織再編成後の提出会社に係る主要な経営指標等は、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けて

いない財務情報に基づく記載である旨を明示すること。 

ｂ （略） ｂ （略） 

（９）・（10） （略） （９）・（10） （略） 
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改  正  案 現     行 
第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

 （略） 

第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

 （略） 

（１）～（39） （略） （１）～（39） （略） 

（40） 連結財務諸表 （40） 連結財務諸表 

ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結

株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準（連結財務諸表規則

第 93 条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作

成した場合（同条の規定により指定国際会計基準による連結財務諸表を作成した場合に限る。（63）

において同じ。）又は修正国際基準（連結財務諸表規則第 94 条に規定する修正国際基準をいう。以下

この様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場合（同条の規定により修正国際基準によ

る連結財務諸表を作成した場合に限る。（63-２）において同じ。）にあっては、それぞれ連結貸借対

照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変

動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式において同

じ。）については、連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記

載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第５条第１項又は第

24条第１項から第３項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場

合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表（連結財務諸表規

則第８条の３に規定する比較情報を除く。）について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側

に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 

ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結

株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準（連結財務諸表規則

第 93 条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作

成した場合（特定会社（連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社をいう。（47）のｂにおいて

同じ。）が連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準による連結財務諸表を作成した場

合に限る。（63）において同じ。）にあっては、それぞれ連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包

括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・

フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）については、連結財務諸表規則に

定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の

前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第５条第１項又は第24条第１項から第３項までの規定により

提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年

度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表（連結財務諸表規則第８条の３に規定する比較情報を除

く。）について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記

載すること。 

ｂ 連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸表規則、指定国際会計基準又は修正国際基準に従

い、適切な科目による適正な金額の計上を行うとともに、連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項、記載すべき注記、連結附属明細表（指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表

を作成した場合は、これに相当するもの。（45）において同じ。）等を会社の実態に即して適正に記載

すること。 

ｂ 連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸表規則又は指定国際会計基準に従い、適切な科目に

よる適正な金額の計上を行うとともに、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべ

き注記、連結附属明細表（指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合は、これに相当する

もの。（45）において同じ。）等を会社の実態に即して適正に記載すること。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（41）～（46） （略） （41）～（46） （略） 

（47） 財務諸表 （47） 財務諸表 

ａ （略） 

ｂ 提出会社が連結財務諸表を作成していない場合であって、財務諸表等規則第 129 条第２項の規定に

より指定国際会計基準により財務諸表を作成したときは、（47）（ｂを除く。）から（52）までにより

記載した財務諸表の下に「国際会計基準による財務諸表」の項を設け、当該指定国際会計基準により

作成した財務諸表を記載することができる。なお、当該指定国際会計基準により作成した財務諸表

は、（47）（ｂを除く。）から（52）までに準じて記載すること。 

ａ （略） 

ｂ 特定会社が連結財務諸表を作成していない場合であって、財務諸表等規則第 129 条第２項の規定に

より指定国際会計基準により財務諸表を作成した場合は、（47）（ｂを除く。）から（52）までにより記

載した財務諸表の下に「国際会計基準による財務諸表」の項を設け、当該指定国際会計基準により作

成した財務諸表を記載することができる。なお、当該指定国際会計基準により作成した財務諸表は、

（47）（ｂを除く。）から（52）までに準じて記載すること。 

ｃ～ｆ （略） ｃ～ｆ （略） 

（48）～（63） （略） （48）～（63） （略） 
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（63-２） 修正国際基準による連結財務諸表の修正に伴う記載 （新設） 

修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合であって、修正国際基準に従い当連結会計年度の前

連結会計年度に係る連結財務諸表の修正をしたときは、報告書に記載すべき事項（当該修正後の連結財

務諸表を除く。）のうち、当該修正に関連する事項については当該修正後の内容及びその旨を記載する

こと。 

（64）～（66） （略） （64）～（66） （略） 
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改  正  案 現     行 
第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               四半期報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               四半期報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 主要な経営指標等の推移 （５） 主要な経営指標等の推移 

ａ 提出会社が四半期連結財務諸表を作成している場合（当該提出会社が特定事業会社（第17条の15

第２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）であって、当四半期連結会

計期間が第２四半期連結会計期間（当連結会計年度の最初の四半期連結会計期間（以下この様式にお

いて「第１四半期連結会計期間」という。）の翌四半期連結会計期間をいう。以下この様式において

同じ。）である場合を除く。）には、当四半期連結累計期間及び当四半期連結累計期間に対応する前年

の四半期連結累計期間（以下この様式において「前年同四半期連結累計期間」という。）並びに最近

連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際会計基準（連結財務諸表規則第 93 条に

規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成

した場合（四半期連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準による四半期連結財務諸

表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）又は修正国際基準（連結財務諸表規則第 94

条に規定する修正国際基準をいう。以下この様式において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成

した場合（四半期連結財務諸表規則第 94 条の規定により修正国際基準による四半期連結財務諸表を

作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）は、これらの経営指標等に相当する指標等

（（18）のｈにより指定国際会計基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表又は

（18）のｉにより修正国際基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表を記載する場合

は、これらに相当する指標等））の推移について記載すること。ただし、（ａ）、（ｃ）及び（ｉ）につ

いては、「第４ 経理の状況」において当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半

期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を記載する場合に、当四半期連結会計

期間及び当四半期連結会計期間に対応する前年の四半期連結会計期間（以下この様式において「前年

同四半期連結会計期間」という。）に係るものの括弧書きを併せて記載し、（ｇ）、（ｈ）及び（ｍ）に

ついては当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間の末日並びに最近連結会計年度の末日

に係るものを記載し、（ｎ）、（ｏ）、（ｐ）及び（ｑ）については当四半期連結会計期間が第２四半期

連結会計期間である場合又は第２四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間であって「第４ 経

理の状況」に四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載した場合において、当四半期連結累計期間

及び前年同四半期連結累計期間並びに最近連結会計年度に係るものを記載すること。 

ａ 提出会社が四半期連結財務諸表を作成している場合（当該提出会社が特定事業会社（第 17 条の 15

第２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）であって、当四半期連結会計

期間が第２四半期連結会計期間（当連結会計年度の最初の四半期連結会計期間（以下この様式におい

て「第１四半期連結会計期間」という。）の翌四半期連結会計期間をいう。以下この様式において同

じ。）である場合を除く。）には、当四半期連結累計期間及び当四半期連結累計期間に対応する前年の

四半期連結累計期間（以下この様式において「前年同四半期連結累計期間」という。）並びに最近連結

会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際会計基準（連結財務諸表規則第93条に規定す

る指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成した場合

（特定会社（四半期連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社をいう。以下この様式において

同じ。）が四半期連結財務諸表規則第 93 条の規定により指定国際会計基準による四半期連結財務諸表

を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）は、これらの経営指標等に相当する指標等

（（18）のｈにより指定国際会計基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表を記載する

場合は、これらに相当する指標等））の推移について記載すること。ただし、（ａ）、（ｃ）及び（ｉ）

については、「第４ 経理の状況」において当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四

半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を記載する場合に、当四半期連結会

計期間及び当四半期連結会計期間に対応する前年の四半期連結会計期間（以下この様式において「前

年同四半期連結会計期間」という。）に係るものの括弧書きを併せて記載し、（ｇ）、（ｈ）及び（ｍ）

については当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間の末日並びに最近連結会計年度の末

日に係るものを記載し、（ｎ）、（ｏ）、（ｐ）及び（ｑ）については当四半期連結会計期間が第２四半期

連結会計期間である場合又は第２四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間であって「第４ 経

理の状況」に四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載した場合において、当四半期連結累計期間

及び前年同四半期連結累計期間並びに最近連結会計年度に係るものを記載すること。 

（ａ）～（ｑ） （略） （ａ）～（ｑ） （略） 

ｂ～ｅ （略） ｂ～ｅ （略） 

（６） 事業の内容 （６） 事業の内容 

ａ 当四半期連結累計期間において、提出会社及び関係会社において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更があった場合には、その内容を記載すること。 

なお、セグメント情報（指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成し

た場合は、これに相当する情報。以下この様式において同じ。）の区分ごとに、当該事業に携わって

いる主要な関係会社に異動があった場合には、その内容を記載すること。 

ａ 当四半期連結累計期間において、提出会社及び関係会社において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更があった場合には、その内容を記載すること。 

なお、セグメント情報（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、これに相

当する情報。以下この様式において同じ。）の区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社に

異動があった場合には、その内容を記載すること。 
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ｂ （18）のｈにより第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書に指定国際会計基準により作成した

最近連結会計年度に係る連結財務諸表を記載する場合には、当該連結財務諸表における主要な項目と

連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した場合の最近連結会計年度及びその直

前連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項（当該差異

の概算額等。ｄにおいて同じ。）を記載すること。ただし、指定国際会計基準により連結財務諸表

の作成を開始した連結会計年度（当該連結会計年度が複数あるときは、その直近のものをい

う。）の直前連結会計年度において連結財務諸表規則第95 条又は連結財務諸表の用語、様式及び作

成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令（平成14年内閣府令第11号）附則第３項の規定に基

づき、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法（ｃ、ｄ及びｅにお

いて「米国基準」という。）により連結財務諸表を作成した提出会社が、指定国際会計基準により

四半期連結財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。 

ｂ （18）のｈにより第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書に指定国際会計基準により作成した

最近連結会計年度に係る連結財務諸表を記載する場合には、当該連結財務諸表における主要な項目と

最近事業年度に係る有価証券報告書に記載した最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る連

結財務諸表における主要な項目との差異に関する事項（当該差異の概算額等）を記載すること。ただ

し、四半期連結財務諸表規則第 95 条において準用する連結財務諸表規則第 95 条又は四半期連結財務

諸表規則附則第４条第１項の規定に基づき、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様

式及び作成方法により四半期連結財務諸表を作成した提出会社が指定国際会計基準により四半期連結

財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。 

ｃ 提出会社が第１四半期連結会計期間において指定国際会計基準により四半期連結財務諸表の作成を

開始した場合（ｂの場合に限る。）には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連
結財務諸表（最近連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を
除く。）により連結財務諸表を作成した場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）によ

り作成すべき連結財務諸表について、また修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には修正
国際基準により作成すべき連結財務諸表について、その表示科目を要約して作成した連結財務諸表を
いう。）を第二号様式記載上の注意（60）のａに準じて記載するとともに、連結財務諸表規則に従

い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載すること。
ただし、指定国際会計基準により連結財務諸表の作成を開始した連結会計年度（当該連結会計
年度が複数あるときは、その直近のものをいう。）の直前連結会計年度において米国基準により

連結財務諸表を作成した提出会社が、指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合
は、記載を要しない。

ｃ 提出会社が第１四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表を初めて指定国際会計基準により作

成した場合（ｂの場合に限る。）には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財
務諸表（連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成すべき連結財務諸表について、そ
の表示科目を要約して作成した連結財務諸表をいう。）を第二号様式記載上の注意（60）ａに準じて記

載するとともに、連結財務諸表規則に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項の変更に関する事項を記載すること。

ｄ （18）のｉにより第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書に修正国際基準により作成した最近

連結会計年度に係る連結財務諸表を記載する場合には、当該連結財務諸表における主要な項目と最近
事業年度に係る有価証券報告書に記載した最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る連結財
務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項を記載すること。ただし、修正国際基準

により連結財務諸表の作成を開始した連結会計年度（当該連結会計年度が複数あるときは、そ
の直近のものをいう。）の直前連結会計年度において米国基準により連結財務諸表を作成した提
出会社が、修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。

（新設） 

ｅ 提出会社が第１四半期連結会計期間において修正国際基準により四半期連結財務諸表の作成を開始

した場合（ｄの場合に限る。）には、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財

務諸表（最近連結会計年度の直前連結会計年度において連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除

く。）により連結財務諸表を作成した場合には連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により

作成すべき連結財務諸表について、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には指定国

際会計基準により作成すべき連結財務諸表について、また米国基準により連結財務諸表を作成した

場合には米国基準により作成すべき連結財務諸表について、その表示科目を要約して作成した連結

財務諸表をいう。以下ｅにおいて同じ。）を第二号様式記載上の注意（60）のａに準じて記載すると

ともに、連結財務諸表規則に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

に関する事項を記載すること。 

（新設） 

（７） 事業等のリスク （７） 事業等のリスク 

ａ 当四半期連結累計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期累計期間）におい

て、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フロー（指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成し

た場合は、これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況の異常な変動等、投資者の判

ａ 当四半期連結累計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期累計期間）におい

て、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フロー（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、これに

相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及
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断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項が発生した場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載し

た「事業等のリスク」について重要な変更があった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かり

やすく、かつ、簡潔に記載すること。 

ぼす可能性のある事項が発生した場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」について重要な変更があった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、かつ、簡

潔に記載すること。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（８）～（17） （略） （８）～（17） （略） 

（18） 経理の状況 （18） 経理の状況 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合には、その旨を記載すること。 

 また、修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合には、その旨を記載すること。 

ｂ 指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合には、その旨を記載すること。 

ｃ （略） ｃ （略） 

ｄ 提出会社が四半期連結財務諸表を作成していない場合であって、四半期財務諸表等規則第 83 条第

２項の規定により指定国際会計基準により四半期財務諸表を作成したときには、その旨を記載するこ

と。 

ｄ 特定会社が四半期連結財務諸表を作成していない場合であって、四半期財務諸表等規則第83条第２

項の規定により指定国際会計基準により四半期財務諸表を作成した場合には、その旨を記載するこ

と。 

ｅ 提出会社が特定事業会社であって、（30）により中間連結財務諸表及び中間財務諸表（以下（18）

において「中間連結財務諸表等」という。）を作成している場合には、その旨を記載すること。 

また、中間連結財務諸表規則第87条及び中間財務諸表等規則第74条第２項の規定により中間連結

財務諸表等を指定国際会計基準により作成した場合には、併せて、その旨を記載すること。 

また、中間連結財務諸表規則第 88 条の規定により中間連結財務諸表を修正国際基準により作成し

た場合には、併せて、その旨を記載すること。 

ｅ 提出会社が特定事業会社であって、（30）により中間連結財務諸表及び中間財務諸表（以下（18）に

おいて「中間連結財務諸表等」という。）を作成している場合には、その旨を記載すること。 

また、中間連結財務諸表規則第87条及び中間財務諸表等規則第74条第２項の規定により中間連結

財務諸表等を指定国際会計基準により作成した場合には、併せて、その旨を記載すること。 

ｆ・ｇ （略） ｆ・ｇ （略） 

ｈ 連結財務諸表規則第１条の２に規定する指定国際会計基準特定会社が連結財務諸表規則（第七章

及び第八章を除く。）、修正国際基準又は米国基準により作成した最近連結会計年度及びその直前連結

会計年度に係る連結財務諸表を記載した最近事業年度に係る有価証券報告書を法第 24 条第１項の規

定により提出しており、当該有価証券報告書の提出後第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書を

提出するまでの間において、最近連結会計年度に係る連結財務諸表を指定国際会計基準により作成し

た場合には、当該四半期報告書において（19）から（24）までにより記載した四半期連結財務諸表の

下に「国際会計基準による前連結会計年度に係る連結財務諸表」の項を設け、当該連結財務諸表を記

載することができる。 

ｈ 特定会社が連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した最近連結会計年度及びそ

の直前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した最近事業年度に係る有価証券報告書を法第24条第

１項の規定により提出しており、当該有価証券報告書の提出後第１四半期連結会計期間に係る四半期

報告書を提出するまでの間において、最近連結会計年度に係る連結財務諸表を初めて指定国際会計基

準により作成した場合には、当該四半期報告書において（19）から（24）までにより記載した四半期

連結財務諸表の下に「国際会計基準による前連結会計年度に係る連結財務諸表」の項を設け、当該連

結財務諸表を記載することができる。 

ｉ 連結財務諸表規則第１条の３に規定する修正国際基準特定会社が連結財務諸表規則（第七章及び

第八章を除く。）、指定国際会計基準又は米国基準により作成した最近連結会計年度及びその直前連結

会計年度に係る連結財務諸表を記載した最近事業年度に係る有価証券報告書を法第 24 条第１項の規

定により提出しており、当該有価証券報告書の提出後第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書を

提出するまでの間において、最近連結会計年度に係る連結財務諸表を修正国際基準により作成した場

合には、当該四半期報告書において（19）から（24）までにより記載した四半期連結財務諸表の下に

「修正国際基準による前連結会計年度に係る連結財務諸表」の項を設け、当該連結財務諸表を記載す

ることができる。 

（新設） 

（19） 四半期連結財務諸表 （19） 四半期連結財務諸表 

ａ 四半期連結貸借対照表（指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した

場合は、四半期連結貸借対照表に相当するもの。以下この様式において同じ。）については、当四半

期連結会計期間に係るものを記載すること。

ａ 四半期連結貸借対照表（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、四半期連

結貸借対照表に相当するもの。以下この様式において同じ。）については、当四半期連結会計期間に

係るものを記載すること。

ｂ 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書（指

定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、四半期連結損益計算

書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書に相当するもの。以下この

様式において同じ。）については、四半期連結財務諸表規則に定めるところにより作成した四半期連

ｂ 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書（指

定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、四半期連結損益計算書及び四半期連結

包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書に相当するもの。以下この様式において同

じ。）については、四半期連結財務諸表規則に定めるところにより作成した四半期連結累計期間に係る
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結累計期間に係るものを記載すること。

  ただし、四半期連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当四半期連結会計期間に係る四半

期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を記載する

ことを妨げるものではない。

ものを記載すること。

ただし、四半期連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当四半期連結会計期間に係る四半

期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を記載する

ことを妨げるものではない。

ｃ 指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合における四半期連結

損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書については、四半

期連結財務諸表規則に定めるところにより作成した四半期連結累計期間に係るもの及び四半期連結会

計期間に係るものを記載すること。 

ｃ 指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合における四半期連結損益計算書及び四

半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書については、四半期連結財務諸表規

則に定めるところにより作成した四半期連結累計期間に係るもの及び四半期連結会計期間に係るもの

を記載すること。 

ｄ 指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合における持分変動計

算書については、当四半期連結累計期間に係る持分変動計算書と前年同四半期連結累計期間に係る持

分変動計算書を記載すること。 

ｄ 指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合における持分変動計算書については、

当四半期連結累計期間に係る持分変動計算書と前年同四半期連結累計期間に係る持分変動計算書を記

載すること。 

ｅ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務

諸表を作成した場合は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの。以下この様式におい

て同じ。）については、当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間である場合において、四半

期連結財務諸表規則に定めるところにより作成した四半期連結累計期間に係るものを記載すること。

ただし、当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間である場合に

おいても、四半期連結財務諸表規則に定めるところにより作成した四半期連結累計期間に係る四半期

連結キャッシュ・フロー計算書を記載することを妨げるものではない。

ｅ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場

合は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの。以下この様式において同じ。）について

は、当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間である場合において、四半期連結財務諸表規則

に定めるところにより作成した四半期連結累計期間に係るものを記載すること。

ただし、当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間である場合に

おいても、四半期連結財務諸表規則に定めるところにより作成した四半期連結累計期間に係る四半期

連結キャッシュ・フロー計算書を記載することを妨げるものではない。

ｆ 指定国際会計基準又は修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合における四半期連結

キャッシュ・フロー計算書については、各四半期連結会計期間について、四半期連結財務諸表規則に

定めるところにより作成した四半期連結累計期間に係るものを記載すること。

ｆ 指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合における四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書については、各四半期連結会計期間について、四半期連結財務諸表規則に定めるところによ

り作成した四半期連結累計期間に係るものを記載すること。

ｇ・ｈ （略） ｇ・ｈ （略） 

（20）～（36） （略） （20）～（36） （略） 

（37） 修正国際基準による四半期連結財務諸表の修正に伴う記載 （新設） 

修正国際基準により四半期連結財務諸表を作成した場合であって、修正国際基準に従い当四半期連結

会計期間の前年同四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表を修正したときは、この四半期報告書

に記載すべき事項（当該修正後の四半期連結財務諸表を除く。）のうち、当該修正に関連する事項につ

いては当該修正後の内容及びその旨を記載すること。 
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改  正  案 現     行 
第五号様式 

【表紙】 

【提出書類】                半期報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

第五号様式 

【表紙】 

【提出書類】                半期報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 主要な経営指標等の推移 （５） 主要な経営指標等の推移 

ａ 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際会

計基準（連結財務諸表規則第 93 条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同

じ。）により中間連結財務諸表を作成した場合（中間連結財務諸表規則第 87 条の規定により指定国際

会計基準による中間連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）又は修正国

際基準（連結財務諸表規則第 94 条に規定する修正国際基準をいう。以下この様式において同じ。）に

より中間連結財務諸表を作成した場合（中間連結財務諸表規則第 88 条の規定により修正国際基準に

よる中間連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）は、これらの経営指標

等に相当する指標等）の推移について記載すること。 

ａ 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際会

計基準（連結財務諸表規則第 93 条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同

じ。）により中間連結財務諸表を作成した場合（特定会社（中間連結財務諸表規則第１条の２に規定す

る特定会社をいう。以下この様式において同じ。）が中間連結財務諸表規則第 87 条の規定により指定

国際会計基準による中間連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）は、これ

らの経営指標等に相当する指標等）の推移について記載すること。 

（ａ）～（ｓ） （略） （ａ）～（ｓ） （略） 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（６） 事業の内容 （６） 事業の内容 

当中間連結会計期間において、提出会社及び関係会社において営まれている事業の内容について、重

要な変更があった場合には、その内容を記載すること。 

なお、セグメント情報（指定国際会計基準又は修正国際基準により中間連結財務諸表を作成した場合

は、これに相当する情報。以下この様式において同じ。）の区分ごとに、当該事業に携わっている主要

な関係会社に異動があった場合には、その内容を記載すること。 

当中間連結会計期間において、提出会社及び関係会社において営まれている事業の内容について、重

要な変更があった場合には、その内容を記載すること。 

なお、セグメント情報（指定国際会計基準により中間連結財務諸表を作成した場合は、これに相当す

る情報。以下この様式において同じ。）の区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社に異動が

あった場合には、その内容を記載すること。 

（７）・（８） （略） （７）・（８） （略） 

（９） 業績等の概要 （９） 業績等の概要 

ａ 当中間連結会計期間における業績及びキャッシュ・フロー（指定国際会計基準又は修正国際基準に

より中間連結財務諸表を作成した場合は、これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状

況について、前年同期と比較して分析的に記載すること。 

なお、業績については、セグメント情報の区分により記載すること。 

ｂ （略） 

ａ 当中間連結会計期間における業績及びキャッシュ・フロー（指定国際会計基準により中間連結財務

諸表を作成した場合は、これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況について、前年同

期と比較して分析的に記載すること。 

なお、業績については、セグメント情報の区分により記載すること。 

ｂ （略） 

（10）～（23） （略） （10）～（23） （略） 

（24） 経理の状況 （24） 経理の状況 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 指定国際会計基準により中間連結財務諸表を作成した場合には、その旨を記載すること。 

  また、修正国際基準により中間連結財務諸表を作成した場合には、その旨を記載すること。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 指定国際会計基準により中間連結財務諸表を作成した場合には、その旨を記載すること。 

ｄ 提出会社が中間連結財務諸表を作成していない場合であって、中間財務諸表等規則第 74 条第２項

の規定により指定国際会計基準により中間財務諸表を作成したときには、その旨を記載すること。 

ｄ 特定会社が中間連結財務諸表を作成していない場合であって、中間財務諸表等規則第74条第２項の

規定により指定国際会計基準により中間財務諸表を作成した場合には、その旨を記載すること。 

ｅ・ｆ （略） ｅ・ｆ （略） 

（25） 中間連結財務諸表 （25） 中間連結財務諸表 

ａ 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括

利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会

計基準又は修正国際基準により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、それぞれ中間連結貸借

ａ 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括

利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会

計基準により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、それぞれ中間連結貸借対照表、中間連結

40



対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下

この様式において同じ。）については、中間連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当中間

連結会計期間に係るものを記載すること。 

損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等

変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式において

同じ。）については、中間連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当中間連結会計期間に係る

ものを記載すること。 

ｂ 中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間連結財務諸表規則、指定国際会計基準又は修正国際基

準に従い、適切な科目による適正な金額の計上を行うとともに、中間連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項、記載すべき注記等を会社の実態に即して適正に記載すること。 

ｃ  （略） 

ｂ 中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間連結財務諸表規則又は指定国際会計基準に従い、適切

な科目による適正な金額の計上を行うとともに、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項、記載すべき注記等を会社の実態に即して適正に記載すること。 

ｃ  （略） 

（26）～（43） （略） （26）～（43） （略） 

（43－２） 修正国際基準による中間連結財務諸表の修正に伴う記載 （新設） 

修正国際基準により中間連結財務諸表を作成した場合であって、修正国際基準に従い当中間連結会計

期間の前年同中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表の修正をしたときは、半期報告書に記載すべき

事項（当該修正後の中間連結財務諸表を除く。）のうち、当該修正に関連する事項については当該修正

後の内容及びその旨を記載すること。 

（44）～（46） （略） （44）～（46） （略） 
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改正案 現行 

別紙様式第十三号（第百七十三条第一号、第百八十八条第一号、第百九十五条関係） 

（日本工業規格А４）

（略） 

（注意事項） 

１・２ （略） 

３ 関係会社の状況 

 （略） 

 当期末現在の関係会社（第177条第６項に規定する関係会社その他業務上、財務上又

は人的関係上密接な関係を有する会社をいう。 及び において同じ。）を記載するこ

と。なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。 

 「関係内容」欄には、親会社、子会社又は関連会社等（関係会社のうち、親会社又は

子会社のいずれにも該当しないものをいう。）の別を記載すること。 

 関係会社の最近事業年度の貸借対照表（関連する注記を含む。）、損益計算書（関連

する注記を含む。）及び株主資本等変動計算書（関連する注記を含む。）（連結財務諸

表（連結貸借対照表（関連する注記を含む。）、連結損益計算書（関連する注記を含む。）

及び連結包括利益計算書（関連する注記を含む。）若しくは連結損益及び包括利益計算

書（関連する注記を含む。）並びに連結株主資本等変動計算書（関連する注記を含む。）

又は指定国際会計基準、修正国際基準若しくは外国における公正妥当な企業会計の基準

若しくは慣行により作成が求められるこれらの書類に相当するものをいう。）を作成し

ている場合にあっては、当該連結財務諸表）を添付すること。ただし、人的関係上の関

係会社で業務上及び財務上の関係を全く有しない等の特別な事情により、添付すること

が困難であると認められる場合には、その事由等を記載した書面を提出し、添付を省略

することができる。 

別紙様式第十三号（第百七十三条第一号、第百八十八条第一号、第百九十五条関係） 

（日本工業規格А４）

（略） 

（注意事項） 

１・２ （略） 

３ 関係会社の状況 

 （略） 

 当期末現在の関係会社（第177条第６項に規定する関係会社その他業務上、財務上又

は人的関係上密接な関係を有する会社をいう。）を記載すること。なお、当期中におい

て変更があった場合には、その旨を注記すること。 

 「関係内容」欄には、親会社、子会社又は関連会社等の別を記載すること。 

 親会社、子会社、関連会社等の最近事業年度の貸借対照表（関連する注記を含む。）、

損益計算書（関連する注記を含む。）及び株主資本等変動計算書（関連する注記を含む。）

（連結財務諸表（連結貸借対照表（関連する注記を含む。）、連結損益計算書（関連す

る注記を含む。）及び連結株主資本等変動計算書（関連する注記を含む。）をいう。）

を作成している場合にあっては、当該連結財務諸表）を添付すること。ただし、人的関

係上の関係会社で業務上及び財務上の関係を全く有しない等の特別な事情により、添付

することが困難であると認められる場合には、その事由等を記載した書面を提出し、添

付を省略することができる。 
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改正案 現行 

別紙様式第十七号の三（第二百八条の五第二号、第二百八条の十第一項第二号関係） 

（日本工業規格А４）

（略） 

（注意事項） 

１ 一般的事項 

～  （略） 

 この様式において「四半期連結財務諸表」とは、四半期連結貸借対照表並びに四半期連

結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算

書又は指定国際会計基準、修正国際基準若しくは外国における公正妥当な企業会計の基準

若しくは慣行により作成が求められる四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算

書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書に相当す

るもの並びに持分変動計算書をいう。 

 この様式において「連結財務諸表」とは、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包

括利益計算書若しくは連結損益及び包括利益計算書並びに連結株主資本等変動計算書又

は指定国際会計基準、修正国際基準若しくは外国における公正妥当な企業会計の基準若し

くは慣行により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算

書若しくは連結損益及び包括利益計算書並びに連結株主資本等変動計算書に相当するも

のをいう。 

 この様式において「中間連結財務諸表」とは、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書及び中間連結包括利益計算書若しくは中間連結損益及び包括利益計算書並びに中間連

結株主資本等変動計算書又は指定国際会計基準、修正国際基準若しくは外国における公正

妥当な企業会計の基準若しくは慣行により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連

結損益計算書及び中間連結包括利益計算書若しくは中間連結損益及び包括利益計算書並

びに中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結株主資本等変動計算書に相当するも

のをいう。 

（削る） 

２・３ （略） 

４ 最終親会社及びその子法人等の経理の状況 

 ～  （略） 

 この報告書に記載し、又は添付する四半期連結財務諸表、連結財務諸表又は中間連結財

務諸表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準、修正国際

基準若しくは外国における公正妥当な企業会計の基準若しくは慣行に従い作成されたも

のでなければならない。 

５ （略） 

別紙様式第十七号の三（第二百八条の五第二号、第二百八条の十第一項第二号関係） 

（日本工業規格А４）

（略） 

（注意事項） 

１ 一般的事項 

 ～  （略） 

 この様式において「四半期連結財務諸表」とは、四半期連結貸借対照表並びに四半期連

結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算

書又は指定国際会計基準等により作成が求められる四半期連結貸借対照表並びに四半期

連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計

算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。 

 この様式において「連結財務諸表」とは、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包

括利益計算書若しくは連結損益及び包括利益計算書並びに連結株主資本等変動計算書又

は指定国際会計基準等により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結

包括利益計算書若しくは連結損益及び包括利益計算書並びに連結株主資本等変動計算書

に相当するものをいう。 

 この様式において「中間連結財務諸表」とは、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書及び中間連結包括利益計算書若しくは中間連結損益及び包括利益計算書並びに中間連

結株主資本等変動計算書又は指定国際会計基準等により作成が求められる中間連結貸借

対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書若しくは中間連結損益及び包括

利益計算書並びに中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結株主資本等変動計算書

に相当するものをいう。 

 この様式において「指定国際会計基準等」とは、指定国際会計基準その他外国における

公正妥当な企業会計の基準又は慣行をいう。 

２・３ （略） 

４ 最終親会社及びその子法人等の経理の状況 

 ～  （略） 

 この報告書に記載し、又は添付する四半期連結財務諸表、連結財務諸表又は中間連結財

務諸表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準等に従い作

成されたものでなければならない。 

５ （略） 

45



十
一

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

改

正

案

現

行

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

第
十
三
条
の
十
一

令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
三
条
の
十
一

令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は
、
次
の
各
号
に
掲

他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
信
者
連
結
基
準

げ
る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
信
者
連
結
基
準

法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連

外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
指
定
国
際
会
計
基
準
特

会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
特
定
会
社
の
う
ち
当
該

定
会
社
の
う
ち
当
該
基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五

基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
提

条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
米
国
預
託
証
券
の

が
米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び

発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
こ

作
成
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う

と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う
ち
当
該
用
語
、
様
式

ち
当
該
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合

財

及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合

財
務
諸
表
等
規
則
第
八

務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等
（
財
務
諸
表
等

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
三
項

規
則
第
一
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

お
い
て
同
じ
。
）
の
意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に

意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
意
思
決
定

規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支

機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
る
連
結
財
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配
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事

務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み

業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い

て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。

る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。
）

）
二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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十
二

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

第
十
二
条
の
九

銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
十
二
条
の
九

銀
行
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は
、
次
の

で
定
め
る
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
信
者

各
号
に
掲
げ
る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
信
者

連
結
基
準
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ

連
結
基
準
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連

外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
指
定
国
際
会
計
基
準
特

会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
特
定
会
社
の
う
ち
当
該

定
会
社
の
う
ち
当
該
基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五

基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
提

条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
米
国
預
託
証
券
の

が
米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び

発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
こ

作
成
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う

と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う
ち
当
該
用
語
、
様
式

ち
当
該
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合

財

及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合

財
務
諸
表
等
規
則
第
八

務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等
（
財
務
諸
表
等

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
三
項

規
則
第
一
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

お
い
て
同
じ
。
）
の
意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に

意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
意
思
決
定

規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支

機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
る
連
結
財
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配
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事

務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み

業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い

て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。

る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。
）

）
二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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十
三

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

第
百
十
三
条
の
五

令
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
百
十
三
条
の
五

令
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は
、
次
の
各
号
に

る
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
信
者
連
結
基

掲
げ
る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
信
者
連
結
基

準
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

準
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連

外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
指
定
国
際
会
計
基
準
特

会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
特
定
会
社
の
う
ち
当
該

定
会
社
の
う
ち
当
該
基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五

基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
提

条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
米
国
預
託
証
券
の

が
米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び

発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
こ

作
成
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う

と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う
ち
当
該
用
語
、
様
式

ち
当
該
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合

財

及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合

財
務
諸
表
等
規
則
第
八

務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等
（
財
務
諸
表
等

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
三
項

規
則
第
一
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

お
い
て
同
じ
。
）
の
意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に

意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
意
思
決
定

規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支

機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
る
連
結
財
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配
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事

務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み

業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い

て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。

る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。
）

）
二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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十
四

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
・
労
働
省
令
第
一
号
）

改

正

案

現

行

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

第
九
十
五
条
の
五

令
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労

第
九
十
五
条
の
五

令
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は

働
省
令
で
定
め
る
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る

受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分

受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連

外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
指
定
国
際
会
計
基
準
特

会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
特
定
会
社
の
う
ち
当
該

定
会
社
の
う
ち
当
該
基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五

基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
提

条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
米
国
預
託
証
券
の

が
米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び

発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
こ

作
成
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う

と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う
ち
当
該
用
語
、
様
式

ち
当
該
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合

財

及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合

財
務
諸
表
等
規
則
第
八

務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等
（
財
務
諸
表
等

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
三
項

規
則
第
一
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

お
い
て
同
じ
。
）
の
意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に

意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
意
思
決
定

規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支

機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
る
連
結
財
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配
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事

務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み

業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い

て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。

る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。
）

）
二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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十
五

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

改

正

案

現

行

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関
連
法
人
等
）

第
五
十
条
の
四

令
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
他

第
五
十
条
の
四

令
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
他

の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
信
者
連
結
基
準
法

る
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
信
者
連
結
基
準
法

人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
者
と
す
る
。

に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連

外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際

会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
指
定
国
際
会
計
基
準
特

会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
同
条
の
特
定
会
社
の
う
ち
当
該

定
会
社
の
う
ち
当
該
基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五

基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
提

条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
米
国
預
託
証
券
の

が
米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び

発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
こ

作
成
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う

と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
う
ち
当
該
用
語
、
様
式

ち
当
該
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合

財

及
び
作
成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合

財
務
諸
表
等
規
則
第
八

務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等
（
財
務
諸
表
等

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社
等
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
三
項

規
則
第
一
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

第
五
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

お
い
て
同
じ
。
）
の
意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に

意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
意
思
決
定

規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支

機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
る
連
結
財
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配
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事

務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み

業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い

て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。

る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除
く
。
）

）
二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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